
特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会 細則 

 

 

第１章 会員 

 

第１条 入会を希望する者は、理事長が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、入会金および初

年度年会費を入金するものとする。 

 

 

第２章 役員の選任  

 

第２条 理事は、次の各号に掲げる方法により選任する。  

（1）理事は、正会員・学生会員・名誉会員による選挙と、総会の承認を経て選任する。 

（2）理事長は、正会員の中から少なくとも2名を選出し、選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は選挙

事務を行う。少なくとも 1 名の選挙管理委員は役員以外でなければならない。 

（3）投票は１人１票、無記名による 5 名連記とし、原則として電磁的方法または書面の郵送によるものとす

る。同一候補への複数投票は 1 名として扱い、誤記は選挙管理委員が投票者の意図を明確に判断でき

る場合は許容する。  

（4）得票者中の上位の者より順に、改選による新理事候補者として 10 名を選任する。ただし、同数得票

者については年齢の低い順に順位を定める。 

（5）理事長並びに副理事長について、その理事としての任期が、理事長並びに副理事長の任期よりも先

に終了してしまう場合には、理事長並びに副理事長を新理事候補者に加える。 

（6）総会の承認を経て、新理事候補者を理事に選任する。 

 

第３条 理事長の任期が終了したとき、理事長が欠けたときは、副理事長を新理事長に選任し、遅滞なく

新副理事長を選任する。 

 

第４条 副理事長は、次の各号に掲げる方法により選任する。  

（1）副理事長は、理事あるいは第２条の方法で選任された新理事候補者であり、かつ、正会員であるもの

の中から選ばれる。 

（2）副理事長は、理事および第２条の方法で選任された新理事候補者による選挙と、総会の承認を経て

選任する。 

（3）投票は１人１票、無記名による単記とし、投票総数の過半数を得た者を新副理事長候補者とする。 

（4）投票総数の過半数を得た者がないときは、得票者中の上位の者より順に２名を選出し、改めて投票を

行い、得票総数の上位の者を新副理事長候補者として選出する。このとき、同位の場合には抽選により

決定する。 

２ 副理事長が欠けたときは、遅滞なく新副理事長を選任する。 

 

第５条 理事長は、正会員及び名誉会員の中から幹事を指名し、理事会の承認を得て、幹事を委嘱する。

幹事は、理事を兼ねることができる。 

２ 幹事は、理事長および副理事長とともに幹事会を構成し、集会、庶務、編集、広報、国際交流、認定

試験、その他総会または理事会で必要と議決された事項を行う。 



３ 幹事の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

 

第６条 理事長は、理事会の承認を得て必要な委員会、研究会、地域部会、ワーキンググループ等（以

下「委員会等」という。）を作ることができる。委員会等の運営方法は別途規定する。 

 

 

第３章 会員名簿 

 

第７条 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会は会員名簿を発行することができる。会

員名簿に掲載する個人情報の取り扱いについては、別途プライバシーポリシーにて定める。 

 

 

第４章 細則の変更 

 

第８条 本細則の変更は理事会の議決による。 

 

 

附則 

 

この細則は、この法人の成立の日から施行する。 

 

2020 年 3月 18日一部改定 


